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平成 24 年６月 15 日 

各      位 

上 場 会 社 名 株式会社セラーテムテクノロジー 

代 表 者 名 代表取締役社長  池田 修 

（コード番号  4330 大証 JASDAQ 市場） 

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋本石町 3-1-2 

  

平成 24 年６月期第３四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー報告書の 

結論不表明に関するお知らせ 

 

平成 24 年６月期第３四半期報告書を提出するにあたり添付される金融商品取引法第 193 条の

２第１項の規定に基づくパシフィック監査法人による四半期レビュー報告書について、同監査法

人より「結論を表明しない」旨の四半期レビュー報告書を受領いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。また、これに伴い当社株式は、株式会社大阪証券取引所より監理銘柄（審

査中）の指定理由の追加を受ける見込みとなりましたことを併せてお知らせいたします。 

 

記 
 

１．理由 

当社は、本日平成 24 年６月 15 日当社適時開示「過年度決算の訂正の概要に関するお知らせ」

のとおり、中国企業である北京誠信能環科技有限公司の子会社化において、パシフィック監査法

人の意見により、過去に開示した増資及び買収が、実際は株式交換であり、また、企業結合会計

における逆取得にあたるため、当社の第 15 期第２四半期（自平成 21 年７月１日 至平成 21 年

12 月 31 日）から第 17 期第２四半期（自平成 23 年７月１日 至平成 23 年 12 月 31 日）までの

会計処理を訂正いたしております。また、本件中国企業の子会社化に関連して、平成 24 年３月

６日付で、当社代表取締役池田修ほか２名が金融商品取引法違反（偽計）の容疑で、東京地検特

捜部に逮捕され、同月 26 日付で、当社は代表取締役池田修および元取締役宮永浩明とともに、

証券取引等監視委員会より刑事告発されるとともに、東京地方検察庁より起訴されております。 

当社としては、パシフィック監査法人の意見により、本件子会社化に伴う会計処理を訂正し、

平成 24 年５月 11 日付当社適時開示「平成 24 年６月期第３四半期報告書の提出遅延のお知らせ」

で開示したとおり、平成 24 年６月期第３四半期報告書の法定提出期限経過後１か月以内である

平成 24 年６月 15 日までに、パシフィック監査法人から適正な意見を付した四半期レビュー報告

書を受領できるよう努力してまいりました。しかし、本日平成 24 年 6 月 15 日、下記の通り、同

監査法人より結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領いたしました。 

 

２．四半期レビュー報告書の記載内容 

受領した四半期レビュー報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社セラーテムテクノロジーの平成 23 年７月１日から平成 24 年６月 30 日までの連結会計年度の第３四半期連
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結会計期間（平成 24 年１月１日からの平成 24 年３月 31 日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成 23 年７月

１日から平成 24 年３月 31 日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビュ

ーを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四

半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四

半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に

準拠して実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

しかしながら、「結論の不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、結論の表明の基礎となる証

拠を入手することができなかった。 

 

結論の不表明の根拠 

会社は、中国企業の子会社化に関連して、平成 24 年３月６日付で代表取締役社長ほか２名が金融商品取引法

違反（偽計）の容疑で東京地検特捜部に逮捕され、さらに、同月 26 日付で代表取締役社長および元取締役につ

いては証券取引等監視委員会から刑事告発され、同日付で東京地方検察庁より起訴されており、現在も拘留中で

ある。 

会社は、代表取締役社長が実質的に業務執行できない状況が継続しており、会社の今後の事業活動に重要な

影響を与えるものであるが、会社には時間的な制約もあり事実関係の社内調査は現時点で未了である。さらに、

四半期連結財務諸表の作成責任を明確にするための経営者確認書の内容について、当監査法人は経営者に直接確

認することができなかった。 

その結果、当監査法人は四半期連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができな

かった。 

 

結論の不表明 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に

記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社セラーテムテクノロジ

ー及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかったかどうかについての結論を表明しない。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  
 

 

３．監理銘柄（審査中）への指定理由追加の見込みについて 

大阪証券取引所の規則において、「結論を表明しない」旨の四半期レビュー報告書を受領した

旨の開示をした場合、当該銘柄を監理銘柄（審査中）に指定することとされております。 

平成 24 年３月６日付当社適時開示「当社株式の監理銘柄（審査中）の指定に関するお知らせ」

のとおり、当社役員らの逮捕にともない、当社株式は、既に監理銘柄（審査中）に指定されてお

り、現在においても指定の解除はなされておりません。そのため、本件「結論を表明しない」旨

の四半期レビュー報告書を受領した旨の開示により、当社株式は投資家の皆様の注意を重ねて喚

起するため、大阪証券取引所より監理銘柄（審査中）の指定理由が追加される見込みであります。 
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４．今後の見通し 

当社といたしましては、今回の意見不表明に至った事由を早期に解消し、平成 24 年６月期の

有価証券報告書（平成 24 年９月 30 日提出期限）において監査法人から適正意見を付した監査報

告書を受領すべく努力することを検討したいと考えております。 

なお、本件により、株主様及びお取引先様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心

配をお掛けしていることを心よりお詫び申し上げます。 

以上 

 

■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社セラーテムテクノロジー IR 担当   TEL: 03-6820-0740  


